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レ_幸

遊菫  言己  金桑   (平成 26年 8月 8日  第 2回 回頭弁論)

事件番号  平成 25年 (ワ )第 5815号

証  人  者包  崖碧  婆罫  多無

被告ら代理人

乙第26号証を示す

あなたの署名と押F「 がございますが,あなたがお作りになったものですね。

はい,そ うです。

この陳述書について,訂正箇所ございますか。

はい, 1か所あります。

どこですか。

1ページロの 1行 日ですけども,「 2010年 」「12月 より」となっ

ておりますが,正確には291o年 11月 26日 より,経営学部の冨1

学部長兼カリキュラム委員長になっております。

「12月 よりJと いうのは, 11月 26日 よりというのが正確だということ

ですか。

|ま い。

それ以外はございませんか。

は い 。

現在は学部長をなされてるんrですね。

は い 。

先ほどの話だと, 2010年からカリキュラム委員長, これをされてるとい

うことですけれども,カ リキュラム検討委員会というのの設置根拠,法令と

いいますか,そ ぅいうのはどこにあるのか御存じですか。

知ってお ります。

どこですか。

学員Jの 5条です。

・一ｒ一・・
■



乙第 7号証を示す

学貝1の 5条の…。

4項の (1)になります。

学部の機構,組織ですか。

は い .

そこに関する事項に該当するということになるわけでしようか。

は い 。

け辱       カ リキュラム検討委員会 というのが正確な名前のようですけども,カ リキュ

ラム委員会 とい うふ うに呼ばしてもらいますけれども,経営学部では,規程

そのものをお作 りになつてお りますか。

作ってお りません′c

そ うします と,その運用だとか, どういったことを審議するだとか,そ うい

うのも,何の取決めもなしにやっているとい うことでございましょうか。

運営については,他学部の規程を参照 しながらやってお ります。

乙第 32号証を示す

これは人間科学部のカ リキュラム委員会規程なんですけども,こ れは見覚え

Ⅲ
Ⅲ
=      

ございますね。

はい,あ ります。

今おつしゃつた,参考にし′てるのは,こ の規程ということになりますか。

はい,そ うです。

これは2010年 に制定されてるということですよね。

は い 。

乙第 33号証を示す

ちなみにこれは経済学部の規程のようですけれ ども, これは 2014年 の 4

月 4日 とい うことで, ごく最近に肯1定 されたもののようですね。

は い 。



だからどちらかというと,参考にしてんのは32号証という形になりますか。

は い 。

この 32号証 と,実際の経営学部のカ リキュラム委員会 との相違点,こ こは

ちょっと違 うなとい うようなところがあれば,おっしゃってください。

5条のメンバーの任期のところが,やや違 うと思います。

「任期は 5月 1日 を基準 日として、 2年間」となってお りますが, どういう

ふ うに違 うんですか。

_,等          経営学部では特段の事情がない限 り,継続 してメンバーになつてお り

ます。

任期がなしい うような形になっておりますか。

は い 。

それで交替の都度,委員さんを選ギというような感 じですか。

は い 。

メンバーは何えで構成 されてるんでしょうか。

8名 で構成 されてます。

この 32号証なんかです と,「 各コースから選出された」とかい うふ うにな

ぼ=争       つてるんですけど,ま た乙 33号証では,教員グループとい うんか,そ うい

うところから構成するとかい うふ うになつてるんですけど,経営学部では ,

その 8名 のメンバーは,ど うなってますか。

偏 りがないように,それぞれの分野から選出されてます。

それぞれの分野 とい うのは,具体的にどうい うような分野で しようか。御記

憶のある範囲でお願い します

経営分野,商学分野′会計分野,それか ら法律分野,全学共通分野 ,

それか ら起業分野です。

そ ういった分野か ら 1名 が選け|さ れて,委員になつてお られるとい うことで

すか。



|ま い。

カ リキュラム検討委員会の,主なとい うたらおかしいけれ ども,年間通じて

開かれていくんですよね。

|ま い。

どのぐらいのペースで開かオ1′ てるんですか。

教授会開催 日に,教授会に先立って開催 されてお ります。

教授会は大体, どのぐらいのペースで行われてるんですか。

i二勇         月2回ほど。
2回の教授会の始まる前に,集 まりやすい,カ リキュラム委員も集まってい

ただいて委員会開いてると,こ ういうように聞いていいんでしょぅか。

はい,そ うです。

検討委員会での審議 といいますか,こ れは大体どのぐらい掛けてやっている

んで しょぅか。

おおむね 1時間か ら 1時間半ほどです。

審議は一応,学部長か らの諮問とぃう形に答えるような形でやってるんです

かね。

ξ警■          はい。

名前のとお り,カ リキュラム委員会い うのは,カ リキュラムの編成について

主な任務にされてるとぅ こういうことですよね。

そ うです。

それ以外には, どうい うことを主にやってはるんですかね。

各年度の授業担当,それから科 目の担当の人事についての審議をして

お ります。

それが決まれば,学部長に報告すると。

はい,教授会に。

学部長を通 じて,教授会に報告するんですか。



は い 。

今まであなたがカ リキュラム委員会の委員長をされてたときに,その提案と

いうか,意見が教授会で否決されたことありますか。

否決はないと思います。

修正はどうですか。

修正はあります。

具体的には, どんな修正なえノですか。

_催参          こういう分野をヌ、れたらどうかとか,そ ういうような話はあります。

具体的にあなたが経験 した中で,こ うい うのに変わったとい う,そ ういうの

がありま したらおっしゃっていただけますか。

教授会では,なかったです。

あなたの場合,教授会では,なかった。

|ま い。

じゃ,今おっしゃったん, どういう意味ですか。修正というか,付け加えた

らどうかとい うのは, こういう件について,カ リキュラム委員会では,意見

はこうだけども,教授会のほうで)これを付け加えたらどうかとい うような

■奪彗      話があったということでしょう。

は い 。

それは具体的にはどんなものだったのかとい うことです。

カ リキュラム編成 とい うか,学員」改正のときに少 しありました。

もう少 し具体的に,学員」改定のときに, どうい うふ うに変わつたんですか。

正確に覚えてなかったら結構なんですけど。

余 り記憶は,ち ょっとありませんけども。

だけど,学貝Jの 改定に関連 して,今のような意見が教授会のほうから出たと

'・       い うことですか。

は い 。



―鷺

「尋

経営学部カリキュラム委員会では,何か基礎となるというか,根本になるよ

うな,そ ういうものがやっぱりあるんでしょう。学部として,建学の精ネ申み

たいな,重点的に,こ ういうことを基本にカリキュラム編成 しようとか,そ

ういうのはあるんじゃないんですか。

はい,あ ります。

それは毎年,決めていくんですか。それとも,いったん決めたものを,修正

があるような場合に変えていくんですか。

そういう場合もあります。

乙第26号証を示す

自分の言葉でおっ lノ やつていただきたいんだけれども,そ ういう場合がある

というのは,具体的には4ページの中段のところに,カ リキュラム改定に関

して, 2011年 より,学生に何を学ばせるかという観点から改定作業を行

つてきたと,教授会では, この環境,倫理,再生,国際の 4つの科目を増や

していくと, これがカリキュラム編成上の基本姿勢ということに改まったん

ですね。

は い 。

従前は,どんなものだったんですか。

ビジネス社会の情勢 とか状況を見ながら,カ リキュラム編成をすると

いうことで したので,こ の点を足 していくと,増や していく,そ うい

う科 目を,重点を置いていくとい うふ うに方針が変わつたと思います。

具体的に言います と,先ほど吉井さんの話では,情報の問題が出たんですが
,

情報については,カ リキュラム委員会としては, 2011年 以前はどういう

ふ うな位置付けをしておったんでしょうか。今のこの 4つの分は,増や して

いこうとい うことやけども,情報について,特別,カ リキュラムの編成上 ,

重きを置いてや ろうとい うふ うなことだったんですかとい う質問なんです。

11年以前は,そ うい うことはあんまりなかったですG



情報については,そ ういうことを特に書いてなかった。

はい,特にはなかったです。

先ほど,カ リキュラム委員会の意見に関して,教授会で若干修正されたとい

うようなことをお聞きしたえノですけど,特任教員の採用に関して, これまで

カリキュラム検討委員会の意見が修正されたというか,そ ういうようなこと

を,あなた自身は経験ありますか。

ありません。

v雇|      あなたは委員長時代も含めて,そ ぅぃう経験はないんですか。

ないです。

伝間でも結構ですけれども,過去にそういうことがあるのかどうか,こ の事

件を通してでも結構なスノですが,過去に修正されたといぅょうなことを聞い

たことありますか。、

ないです。

甲第 1号証を示す

先ほど来から出てます,特任教員任用規程の 2条で,特に必要があると認め

られるときは任用することができるということになってるんですけれども,

|■:      _の 規程は改正になってるんですよね。
~                

は い 。

乙第 6号証を示す

1       以前の規程,こ れの 2条 を見ますと,「特に」というのがないんですけれど

も, これが改正で加わったといぅのは,何か意味があるんでしょうか。

特段ないと思います。

以前,あなたの承知 してる範囲で,特に必要がなくても採用してたようなケ

ースがありましたか。

甲 1号証では,「 4れこ必要があると認められるときは」 とい うふ うになって



ますでしょう。それで乙6では,「特に」というのはありませんでしょう。

は い .

そうすると,そ の特任の選出というか,対象者として,従前と特に変わった

ことがありますかという質問です。

ありません
=

じゃ,前のときには,特に必要がなくても認められてたんですか。

いえ,そ うではありません。

_馨     どういうことですれ

再雇用するに当たって, 自主的に判断をしていくと。

それ以前は, 自主的に判断してなかったんですか。

していまし/た。

自主的というのは,今の禾ムの質問の「特に」というのと,何か関係あるんで

すか。

いえ。

「特に」というのが前の規程になくて,「特に」になってるから,運用の実

態が以前と変わつてるんですかという質問なスノです。そこはどうですか。

i      変わってないと′思います。

ということは,「特に必要がある」というのは,こ の甲 1号証によつて,そ

ういうことを,特に重点的に判断してるということじゃないということなん

ですか。

は い 。

甲1号証の第4条 と9条 ,見ていただくと,「 (任用手続き)」 というの,あ

りますね。①から④, これの対応関係について,御説明ください。

4条の (1)の①については, 9条の①に対応していると思います。

それから4条 (1)②については, 9条 の②に対応ヒ/て いると思いま

す。それから4条の③,こ ついては, 9条の③に対応しております。そ



―導

れから4条の④が, 9条の④に対応 しております。

それでこの 9条をちょっと見てもらいますと,①は推薦委員会に提出を求め

るということで, こういう5年間の研究業績が推薦委員会に出てくるんです

ね。

|まい。

②によると,教務委員長は授業実績状況というのを委員会に,こ の委員会と

いうのは,推薦委員会でいいんですかねc

推薦委員会だと思います。

「に報告する」と。③は 「授業担当計画を推薦委員会に提出する。」と,こ

うなってますね。

は い 。

④では,推薦委員会は,対象者に役職歴を求めるとなってますね。

は い 。

それでこの④までの書類関係は,具体的にはどういう経過をたどって推薦委

員会のほうに提出されるか御存じですか。

はい。省力化を図ってだと思いますけども,一括 して事務所のほうに

提出されると思います。

②も提出されるんですか,授業実績状況というのは。

9条②については,実際には事務所のほうから推薦委員会のほうに提

出されると思います。

推薦委員会に直接ですか。②は学長の事務局とかに届けるんではないんです

か 。

そこは分か りません。

はつきりしないですか。

′まい。

甲第 5号証を示す

亀

・



「特任教員任用資料」とい う形で,こ れはどうい うものですか。

過去 5年間の専 F弓 分野に関する研究業績等になります。

先ほどの 9条の①に該当するんですね。

′まい。

甲第 6号証を示す

そ うすると,甲 の 6は。

これは役職歴になりますので,④のことです。

亀予       9条の④に該当するとc

l        、 、

|       はい。

1     甲第 7号証を示す

―
―
｛

・

それから甲の 7,ま .

9条③のところの授業担当計画です。

に,該当すると。

は い 。

そうすると,②の授業実績状況というのが,証拠としては,甲 号証として提

出されてないということですね。

は い 。

しか し,それは どこに届けらオ1.る か,あ なたは御存じないと。

は い 。

直接,事務課か ら提出されるかどうかとい うのは分からないわけね。

は い .

そこで今お示 しの甲5か ら7ま で,こ れは対象者,本件で言 うと原告が,事

務局のほうに提出するんじゃないんですか。

はい,そ うだと思いますこ

今現在,あなたは学部長ですから,も しそういう事態が生じた場合,そ うい

うふ うになるん じゃないかといぅ質問なんですが,そ ぅぃぅことになるんで

10
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すよね。

はい,そ うだと思います。

その事務局から提出されたものが,誰に渡されるんですか。

学務課か,あ るいは事務局長室かと思うんですけれども。

そこから,学部長には渡らないんですか。

そこから学部長のとこに渡っていくと思います。

ですから②を除いて①,③,① というのは,学部長のところに行くんですね。

|ま い。

そうすると,本件で問題になっております甲7の 「3ヵ 年講義計画」という

のは,井形学部長に渡つたということになりますかね。

は い 。

この甲7号証について,あなたはカリキュラム委員長として,井形学部長か

ら渡 されてますね。

|ま い。

それはいつ,渡 されましたか。

2012年 の 9月 末の教授会の後だったと思います。

教授会が終わってか ら渡されたとい うことですか。

は い 。

甲第 5号証を示す

ちょっと細かいんですが,甲 5については,「特任教員任用資料」,「 201

2年 9月 29日 現在」という形で,な されてますよね。

は い 。

ところが,教授会は 28日 に行われてるんですね。

は い 。

しか し, この甲 5は ,カ リキュテム委員会のほ うにはもちろん提出されてま

せんね。

11
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は い っ

あなたのほうで受け取つたのは,甲
′
7だけでしょう。

はい,そ うです。

甲7を受け取つてから,カ リキュラム委員会で,こ の授業計画について検討

されましたね。

はい, Lノ まし/た。

それはいつ, どういう形で検討されたんでしょうか。

2012年 の 1_O月 の 12日 だったと思いますけども,そ このカリキ

ュラム検討委員会で,授業担当計画について審議いたしました。

審議の結果,ま ず結論だけお間きしますと, どういう結論になったんでしょ

うか。

カリキュラム委員会のメンバーの総意として,授業担当計画のほとん

どが不要,若 しくは必要度が低いというふうな結論に,一致しました。

それは諮問された学部長のほうに,そ のことを報告されましたね。

はい, しましたg

それはいつ,報告されたんでしょうか。

その日の夕方だったかと思うんですけれども。

ということはもう教授会,終わっておったんですか。

′まいっ

教授会が終わってから,今の結論部分を出されたということですか。

は い 。

その28日 の教授会なんですが,これは原告の吉井先生も出ておりましたね。

は い 。

そのときに特任教員の採用に関して,学部長から説明がありましたか,あ り

ませんで したか。

説明はあ りま した。

`審
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具体的には, どうぃう説明がありましたか。

提出する授業担当計画については,ォ リキュラム委員会の意見を聞い

て手続を進めたいという説明がありました。

そういう説明に関して,構成メンバーの教授連から,御質問か何かありまし

たか。

いえ,あ りませんでヒ′た。

その特任教員の採用に関しての学部長の説明というのは,時間的には簡単な

ものだったんか,ん なヽり詳細に報告してるような状態だったですか。

簡単だったと思います。

あなたはカリキュラム委員長として,当然,今言うてる講義計画,これにつ

いてはあなたのほうに諮問ちゅぅか,そ ういうことあるという前提だから,

そういうふ うに説明されたということは,記憶,はっきりしてるんですね。

は い 。

そこで教授会後に,そ うい う意見を言われたでしょう。

|ま いc

それに対 して,学部長は何かおっ tノ やつてましたか。

いえ,全 く言ってお りません。

分か りまし′た とい うことですか。

は い 。

その結果に対 して,吉井先生のほうにどうするやとか,こ うするやとか,そ

んな話を井形学部長はおっしゃってぉりましたか。

そのときはありませスノでした。

あなたが報告したとき,それについて学部長は特段,何も言うてなかったと

いつこと。

は い 。

その後, どうい うふ うになっていったかとい うのは,あなたはカ リキュラム

暴
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鉾

委員長として,お聞きになつてますか。

はい, 聞いてます。

要約して言えば, どういうことになったんでしょう。

辞退の説得に行きましたけども,応 じず,推薦委員会の委員長であり

ます徳永学長と事前協議をしたところ,そ うしたものは受け付けられ

ないということで,授業担当計画については提出できないという状態

になつたということです。

そういうことを聞いてるわけですね。

は い 。

今,話のあったことは,学部長から教授会に報告がなされてお りますか,な

されてお りませんか。

はい,報告されております。

それはいつの教授会か,御記憶ありますか。

2012年 11月 中旬頃の教授会だつたと思います。

今おっしゃったような内容を,井形学部長が説明されたんですね。

は い 。

それに対して教授の方から,何か意見とかそういうの,出ましたか。

出てません。

質問か何かあったんじゃないんですか,一部の教授から。

何で不受理かつていう話はありました。

で,学部長はどういうふうに説明してたか,記憶ありますか。

提出できない状態になったという説明だつたと思います。

その理由です。なぜ提出できないことになつたかという説明を学部長がされ

たということについて, どういうふうに言つてたのかというのを覚えてはり

ますか。はっきりしてなかったら結構です。

ちょつと記憶はありません。

‐―
―
籠
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穐

まず,カ リキュラム検討委員会の検討した結果ですけど, lo月 の 12日 で

すかね, これはどのぐらいの時間を掛けておやりになったんですか。

恐らく1時間半ぐらいだったと思います。

いつもの検討よりも長い人ノですか,長 くないんですか,検討委員会の時間と

すれば普通ですか。

害Jと 長いような感 じします。

カリキュラム検討委員会での検討結果と,そ の内容というのが,陳述書で 2

ページの①,それから3ページの②,③,④で細かく記載していただいてる

んですが, もう示 しませんが,①については,中身としては,「 Ⅱ部科目と

して置かれた『情報ネットワーク論 IoI』、『情報バ リューエンジエアリン

グ』、『経営情報論』、『演習 I』 が開講計画とされていましたが」うんぬんと

始まるところですけれども,要約 して言 うたら,ど ういうことなんでしょう。

授業担当計画で挙げられていた 2部科目の,そ ういうものですけれど

も,文部科学省に提出する学則においての 2部科目としては存在しな

い科 目ですので,設けることができないというょうな意見で一致しま

した。

②で,「外書購読 I。 ■」という点についてのことは, どういうことですか,

要約 して言えば。

外書購読の趣旨としますと,大学院の受験のための出題傾向とか,そ

ういうことをやるものですので,受験対策として,そ うしたことに明

るい教員に持ってもらうほうがふさわしいのではないかという意見に

なりました。

そ うい うことで一致 したんですか

は い 。

それから経営情報論,情報管理論,こ ねノの点については
,

ょうか。

Ｆ
Э
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2012年 に,隣の学部でありますけども,経営情報学部が廃上にな

りました。それに見られたように,今 日的に独立 したものとしての科

目は,重要度が低いというような意見になりました。理系ではそうい

う科 目はあるかもしれませんけども,文系に位置する経営学部 として

は,そ うした科 目は不要,若 しくは必要度が低いのではないかとい う

意見にな りま した.

経営情報学部が廃部になったとっ情報社会学部か何か,で きたん違 うんです

か。それ とは関係ないんですか。

はい,情報社会学部になりました。

それは,必要性があるからそれが設けられたということになるんじゃないん

ですか。関係ないんですか。そこのとこはどうですか。

もう一度お願い します。

先ほど言われた,経営情報学部が廃部になったでしょう。

は い 。

それの代わりかどうか分からないけれども,情報社会学部いうのができてる

でしょう。

は い 。

そういうことになると,大経大では,情報というものについては全く関係が

なくなったと,そ ういうことじゃないんじゃないんですかということ。

情報社会学部は,社会学ということをウエー トに置くというように,

方向転換をしたというのが実際です。

そうすると経営学部としては,情報についてはもう関係ないという話ですか。

はい,そ うです。

情報バ リューエンジエアリングについては, どうでしょうか。

経営情報論と同じように,やはり不要,若 しくは必要度が低いという

意見で一致いたしました。

参
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そういうことからすると,原告作成の甲7号証,「 3ヵ 年講義計画」につい

ては,不要,必要性が低いという判断になつたということでございますかね。

はい,そ うです。

国内留学の件で,先ほど,吉井先生のほうからいろいろ話があつたんだけど

も,いわゆるコマ数の関係,こ れについてはあなた自身はよく御存じですか,

どういう取扱いになったかというのは。余 り詳しくないですか。

どの関係ですか。

要するに,国内留学から帰ってきて,それでコマ数について不足するから,

2部のほうでもやつてもらおうとか,そ ういうような事情について,あなた

は詳しいですか,詳 しくないですかという質問です。

はい,存 じてお ります。

じゃ,ち ょっとそこのところ, どういうことだつたのかというのを御説明い

ただけますか。

国内留学,あ るい|ま留学から帰つてきますと, 3年生あるいは4年生

の演習というものはございませんので,就業規貝1あ るいは申合せ規程

の, 5か ら8と いう申合せに満たないということになってるので,責

任コマ数を満たすような夕1外的措置を講じたと。

そういうことがあったということですか。

は い 。

それで翌年度の分も,不足してないのに 2部でやったと,こ ういうようなこ

とを,先ほど吉井先生,言 うてはつたんやけど,そ このところはどうですか。

直接的には私は調整はしてないので,経営の分野の人に,調整に入つ

てもらつてると思います。

調整に入つてもらつた,それ′は具体的にはどういうことでしょうか。

カリキュラム委員長としては,基本的には直接,個々の先生たちとは,

調整に入 りませんので,先ほど申し上げた各分野の先生に,調整に入

７
′
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っていただくと,次年度に当たっては,調整 してもらうことになって

ます。

その調整というのは,前年度のように,不足してるから,先ほど,例外的措

置としてとおつしやつたかな, 2部を持つてもうたと, しかし調整の結果,

コマが足らないということじゃないけれども,持ってもらうことになつたけ

れども,その調整の内容については,あなたは詳しくは御存じないというこ

とですか。

その前の年と,継続的な科ヨ設定だつたと思います。

そのまま糸区続的になつたというふうに,も う1年…。

はい, 11年 と12年が継続的な形になつたと思います。

それは継続的に,次年度もやったということですね。

はい,そ うです。

そうすると, 2部 の分について授業を持つというのは,文科省のほうに届け

てる関係では問題があるかもしれないけども,吉井さんのことを考えると,

別に,やってやれノないことじゃないんじゃないかという議論があると思うん

ですけど,そ このところはどうでしょうか。

学生の科目選択において,やはり混乱を来さないようにしなきゃいけ

ませんので,避けるべきかと思います。

避けるべきやけれども,ま た調整のほうから,そ ういうふうにしたと。

はい,責任コマ数を満たすということもありますので。

例外的な扱いであるということは,いいんですよね。

は い 。

それが恒常化 して,例外がずっと原則になるようなことは,学部としてどう

なんですか。

それはカリキュラム委員会の方針 としては,避けるべきかと思います。

乙第22号証を示す

Ｏ
Ｏ



≒
十

先ほどの 「専任教員の担当コマ数についての申し合わせJですね。

は い 。

これが 「1週につき 4コ マ以上担当しなければならない。」と,こ のことで

すね。

はい,そ うです。

国内留学から帰つてきたときには,それでいくと2コ マ しかなかつたかな.

ちょつと記憶はありません。

念のため確認 してお くんですが,今 日の冒頭で,特任規程ちゅうんか,こ の

任用規程が改正になつてお りますよね。

|ま い。

それで原告の吉井 さんのほ うから,先ほど見ていただいた,いわゆる任用基

準の書類が整えば,特任に自動的に採用されるんだと,経営学部では,そ う

い うことが慣例 として行われてるとい うような御主張があるのは御存 じです

よね。

は い 。

その点については,あ なたはどういうふ うな理解をしてお りますか。

特任教員制度は再雇用ですので, 自主的に判断 しンていくとい うことを

認識 してお ります。

先ほど,徳永推薦委員長が,カ リキュラム委員会の認めないような授業計画

を推薦委員会に出されても,それは受けられないと,こ うい うことについて

は,あなたとすれば,それはおかしい とい うふ うな見解にな りますか。それ

はやむを得ないかなとい うことなのか,あ なた自身,カ リキュラム委員長と

して,そ こはどうでしょうか。

やむを得ないと思います。

やむを得ない とい うふ うに,あなたは考えてるわけですね。

は い 。

19
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(以上 大谷 紀子)

原告代理人

ある段階で特任教員の任用規程が改定されたと,甲 1が現規程ですかね。

は い 。

1日 規程においては,先ほどから,先生が実質的判断をとい う話をされていま

したが,その頃は,特任教員推薦委員会も,ま た教授会も,形式的な判断で

通 していたん じゃないんですか。

いや,違 うと思います。

甲第 13号証を示す

以前に他学部ではあるんですけれども,特任教員の任用が問題になった裁判

で被告大学側か ら出た書面なんですけれ ども, 5ページのところで,第 2と
,

「特任教員の選考 (決定)の実態と再雇用決定権者について」とありまして
,

「特任教員推薦委員会における審査の形式性」 とありま して,下から6行 日,

「つまり」以下ですけれども,「『特任教員任用基準』は,特任推薦委員会

が推薦に当たって考慮する単なる資格を定めたものに過ぎない面しかなく,

同委員会は, この基準に合致すれば,平成 17年度における債権者を含め,

わずかの審査時間」,括弧の中は省略しますが,「で推薦を行ってきており,

そこでは,『経営』上の観点は全く考慮されていない。」と。更に遡って,

同じく第 2の 1の本文の 6行 日,「『特任教員任用基準』に該当するか否か

の形式上の判断をしているにすぎず」とありまして,右側に移って 6ページ
,

「教授会における選考 (決定)の形式性」とまたありまして,本文の4行 日

の後半ですが,「単に特任教員推薦委員会の推薦を形式上追認するだけとい

うのがこれまでの実態であるЭJと 書かれているんですけど,これは経営学

部においては違 うとおっしゃるんですか。

′まい。

これは学部を特に限定 しているような記載 じゃないんですけれ ども,経営学

20



部はあくまで違 うとおっしゃるんですか。

違 うと思いますね。

1日 規程において,定年の方が,特任教員は定年の自動延長のような認識を皆

さんが持っていたというのは違 うんですか。

違 うと思います。

平成 25年 12月 29日 の教授会で,そ のような認識を持っていたという教

授の発言があったのは覚えていますか。

球     はい。

どなたがおっ しゃってましたか。

そこまでは覚えてません。

甲第 14号証を示す

6ページの下から9行 日,「渡辺」とありまして,「特任 とい うのは、ま、

自動的な雇用延長 というようなことで私たちは意識 してたんですね。」とあ

るんですけど, これはこの方の勝手な見解 とい うことですか。

.          はい,そ うだと思います。

|       この方がほかの方 と違 う認識だったんですか。

‐■:          はい。

これに関 して,下に,「井形」,「はい」,「北村」,「そ うですね」と書

いてますけれ ども,あ くまでも渡i二 先生だけの見解 とおっしゃるんですか。

は い 。

井形先生,北村先生は同意してるというふうにあなたは受け止めてないんで

すね。

この前後から,文字だけでは判断しかねます。

カリキュラム検討委員会において原告の特任教員の任用に関する話をしたの

は 1回だけなんですね。

はい,そ うです。

二 1



それが,その話だけで 1時間半はしたということですか。

はい,そ うです。

そのような議事録とかは残さないんですか。

ありません。

誰かが書記するとかはないんですか。

ないです。

カリキュラム検討委員会の総意というお言葉が先ほどありましたけれども,

_ま1      原告の担当科巨が不要又は必要度が低いという結論は,最初にそういう発言

をしたのは誰ですか。

それ′は申し上げられません。

誰かがそういう話をした, 口火を切ったわけですか。

反対者がいなかったとぃうことです。

先ほど,カ リキュラム検討委員会は,バランスを取っていろいろな専攻分野

の方から選出されているということですよね。
|         (う

なずく)

全学共通というのは,音で言う教養みたいなところですか。

「■‐         はい,そ うです。
~       

その方が,原告の科 目が必要度がどうこうとい う判断はできるんですか。

できたんですか,何かおっしゃってましたか。

その人が判断 したかどぅかとぃ ぅのは申し上げられません。

総意でしょう)全員が賛成 したんで しょう。

はい,反対は しなかったです、

その方から,そ の科 目,私は分か りませんとか,ど うい う科 目ですかとか質

問はありま したか。

それはないですね。

，
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ないのに,反対もなくて,そ のまますっと通ったわけですか。

(う なずく)

先生は,原告が担当していた情報バリューエンジエアリングという科目はど

ういう科目か説明できますか。

いいえ,分野が違いますので,で きません。

分からないけど,不要という結論は先生も賛成されたわけですね。

はい, しまし′た。

情報ネットワーク論つてどんな科目ですか。

分野が違いますので,分かりませ /υ。

先生の専攻は何ですか。

法律です。

でも,皆 さんの意見を聞いて,あ あ,そ うだと思つて賛成 したとおっしゃる

んですか。

カリキュラム委員長ですから,皆 さんの意見を聞いて。

知った上で判断するんでしょう。知らないけど,はい, と返事したんですか。

はい,皆 さんの意見を集約する意味で。

先生の意見はなかったんですか。

私は別に,皆さんの意見を尊重 してます。

皆さんは,情報バリューエンジエアリングという科目を理解 しているようで

したか。

それは分かりません。

8尾 の中に先生は含まれるんですか。

はい,含まれます。

先生以外の 7名 中, どなたが情報バリューエンジエアリングのことを理解し

てそうでしたか,何メ、ぐらいそういう人はいましたか。

それは分かりません。



分からないことだらけだけど,総意で不要となったんですね。

次にいきますが。 1部科目の 2部開講というお話がありましたけれども,学

則に 2部 として定められてない科目を2部で開講したといぅことですよね。

(う なずく)

2011年 の,そのような形をとって開講するときのことは,先生はよく覚

えてらっしゃるということですか,先ほどの話では。

′まい。

コマ数が不足になつたので とい う経緯ね。

,ま い。

学則にない とい ぅことは,その ときから知ってらっしゃったんですか。

|ま い。

2012年 度 も同様の科 目を原告は担当しているんですけれ ども,先ほどの

話では,そ こはよく分か らないと,そ こは覚えてない,知 らないとい ぅこと

ですか,なぜそ うなったのか。

どうい う意味ですか。

ご:      2011年 度に弓|き 続いて, 2012年 度においても原告が 1部科 目を 2部

として開講す るとなった経緯は御存 じゃないんですよね。

12年については知 りません。

なぜ, 2011年 は知っていて 2012年 は知 らないのだろ うかとい うのが

素朴な疑間なんですけど,何か違いがあるんですか。

2011年 のときは,留学から帰ってきたときのことで,そ ういぅこ

とはあ りましたけれ ども,その後については,その分野の人に調整は

お願い lノ てます。

調整をお願い していても,先生はカリキュラム委員長なわけですから,当然

それを取 りま とめる責任ある立場ですよね。
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は い 。

それにおいて,カ リキュラムを見たときに,これは去年例外的にやったんだ

から,今年は外そうよという話はなかったんですか。

それはなかったです。

カリキュラム委員会の構成委員からの指摘もなかつたんですね。どうしまし

ょうかという相談もなかつたんですねc

は い 。

具体的な原告の担当の科 目の話ですけども,外国書購読が大学院進学者のた

めの授業とい うような,そ うい う趣旨のお話がありましたけれども,外国書

購読の科 目を設置する目的というのは,そ こが大部分を占めているんですか ,

被告大学においては。

はい,経営学部において |まそうです。

経営学部において,大学院の進学を希望される方は大体年間でどれ ぐらいい

らつしゃるんですか。例えば, ここ二,三年の話でも,大体でいいですけれ

ども。

もう,本当,数名だと思います。

それは,こ こ数年減っていったのか, もともとこの 5年, 10年 ,あ るいは

15年 ,同 じような数字なノυで し́ょうか。

昔のことは分か りませんけど,最近では,私がカ リキュラム委員長の

ときは数名で した。

数名 とい うのは, 5名 以下ぐらいのイメージと思つたらいいんでしょうか。

(ま い。

多少いろいろばらつきはあるで しようけども。

は い 。

もともと, そういう状態が続いているのを,大学院の進学を推進しようとい

う動きを,大学としては2012年 からし/よ うという話になつたんですか。



』

いえ,そ うい うわけではありません。

そ うい うわけではないのに,大学院の進学に適 した人をというふ うに急に考

えるに至ったんですか。

2011年 ,やは リカリキュラム方針 として学生に何を学ばせるかと

い う方針になりましノたので、2012年 においては定員増の,文科省

に提出する関係等ありますので,そ ういうことからカ リキュラム改定

を受けて,い ろんな見直 しがあったと,そ の関係だと思います。

見直 しはいいんですけど,先ほどの趣旨が,大学院進学者のために,よ りふ

さわしい授業にするために,結局原告では駄 目だとい う話だったわけでしょ

う。

は い 。

それまでは駄 目だという話がなかったのに,こ のとき駄 目という話が出たわ

けですから,それは大学として,明確に大学院進学者を増やしていこうとい

う方針があつたんでしょうかと。

ないです。

経営情報論について,経営情報学部ですかね,かつてあったのが,それがな

くなったことも踏まえてという部分で,情報系科目は要らないんじゃないか

という話ですか。

|ま いQ

先ほど,カ リキュラム委員会として出たという,それは,他大学でも,い わ

ゆる経営学部を設置してる大学においては:そ ういう傾向にあったという認

識だったんですか。

はい,発言された方が,そ のときに話をされてました。

具体的に, どこの大学が経営情報論と力y情報系科目をなくしていってるとか
,

そういうお話はあったんですか。

具体的な話はありません.
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そういう傾向という話を,具体例もなしにおつしゃってたんですか。

はい, どこの大学ということはなかつたです。

原告の担当科目の受講者数は,ち ょっと主観になるでしょうけど,少ない部

類だったんでしょうかっ

少なくないとは思います。

要は,学生が相応の人数が受講してるという事情は,カ リキュラム検討委員

会の中では,検討に上げられなかったんですか。

環          受講者数はあります。

ありましたか。

そのときのとい う意味ではなくて。

当然,我々も大学出てますので,人気がない科目というものがなくなつてい

くのは分かるんですけど,受講者数がいるものをなくしていいのか,それ相

応の受講者数がいるような科目をなくしていいのか, という議論はなかった

んですか。

はい,そ のときはないです。

先生自身は,そのことは問題ないと思つてましたか。

,13         そのことは,と はどういうことですか。
｀
        学生者数が,少なくない数の受講者数がいるにもかかわらず,科 日としてな

くすことに問題があるのではないかと,残すべきではないかという考えはな

かつたですか。

はい,ないです。

特任教員の任用手続があると,申請がどなたかからなされたときは,その方

の科目についてカリキュラム委員会で検討するというのは絶対やるんですか。

はい,私の知る限りでは.

全件やってましたか。

私のときは,はい。

ワ
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原告が特任教員の任用申請をする前の直近では,二宮教授が特任教員に選任

されてますね。

は い 。

そのときの,カ リキュラム検討委員会は, どれぐらいの時間で終わったか覚

えてますか。

記憶はちょっとないです。

開いたのは開いたんですね。開いて議題に上げたのは上げたんですね。二宮

垂       教授の担当科 目あるいは担当予定科目,担当計画について検討されたんです

ね。

二宮先生のときには,私はカリキュラム委員会のメンバー じゃなかっ

たと思います。

苧第 1号証を示す

確認なんですけれども)例えば第 6条 に,「特任教員推薦委員会は、学長、

各学部長、教務委員長、および」うスノぬえ/と ありますけれども,教務委員長

とカリキュラム委員長は違 うんですね。

教務委員長とカリキェラム委員長は違います。

■二、      第 9条 を見ますと,③で,「学部長は教務委員長および対象者と協議の上」
~        

とありますが,こ の教務委員長は,別にカリキュラム委員長ではないですよ

ね。

は い 。

先生は,原告の特任教員の申請がなされたとき,こ のカリキュラム検討委員

会で授業計画を検討する際に;特任教員任用規程の存在は知ってましたか。

はい,知 ってますっ

目を通したこともありましたか.

はい, ありました。

その中で,カ リキュラム委員会はどこの位置付けにあるんだろうと,あなた

Ｑ
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の認識はあ りま したか。

その認識はありませんG

特任教員任用規程第9条を見ますと,③で学部長が授業担当計画を推薦委員

会に提出するとありますが,①は推薦委員会は対象者に過去5年間の研究業

績の提出を求めると,②は教務委員長が過去5年間の授業実績状況を委員会

に報告するとありますけれども,別 に①の順番で手続されるとは書いてませ

んけれども,特任教員の任用EF請 があったら推薦委員会は必ず組織されて,

す
萎      何らかの対応をするものが大前提になっているんじゃないんですか。

そうとは限らないと思います。

尋

そ うい う理解ですか。

|ま い。

被告ら代理人

甲第 13号証を示す

主張書面なんですが,債権者里上さんと大学 との争いなんですけれ ども,里

上さんとい うのは何学部の人か御存 じですか。

いや,知 りません/。

人間科学部 じゃないですか。

人間科学部です。

里上事件の場合,具体的に内容をあなたは御存 じですか。

細かくは知 りませんけれ ども,最終的に。

最終的に採用が理事会で否決されたということは御存 じですか。

はい,知ってます。

教授会では通ったけれ ども理事会で否決されたと,これは御存 じで しょう。

は い 。

そ うすると,今回の案件 とはちょっと違 うんですね。

|ま い。
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乙第26号証を示す

次に,外書購読の件なんですが,あなたの陳述書を見ますと,何か,大学院

の,先ほどの証言では,増やしていくと, こぅぃうふうな供述をされたんで

すが,あなたの陳述書の 3ページを示します。「現状の担当者での開講が成

果を挙げていないことから」という前に,当 初の外書購読の趣旨というのは

入試対策なんだと予増やすとか何とかということじゃなくて,外書購読の趣

旨というのは大学院進学者の入試対策だと,それからして現状の担当者での

開講の成果を上げてないことから必要度が低いから廃止するか,特定者に限

定されず,大学院出題傾向に明るい人が担当するなどにより,ふ さわしい方

がいるのではないかという意見Jが ありましたと,こ ういうくだりがあなたが

書かれた文であるんですけど,気になったのは,大学院の数を増やすために,

吉井先生が必要かどうかというような,そ んな観点の話になったということ

ですか。

いえ,違います。

先ほどの原告代理人の質問とかみ合わなかったので聞きましたが,そ うでは

ないんですね。

は い 。

陳述書に書かれているとい うことで,こ のとお りでいいですか。

はい,そ うです。

教務委員長 とい うのはどうい う立場の方ですか,カ リキュラム委員長との違

いを御説明ください。

教務委員長は全学的な立場で,全体的なカ リキュラム.

全体的なカ リキュラム。

全体的な仕組み作 りを調整するとい う役 日です。

カ リキュラムについて調整するんですか。

カ リキュラムじゃなくて,仕組みですね。例えば,演習 Iですね,ゼ

争
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ミになりますけれ どt),適正な教室配置 という問題がありますので ,

全学挙げて,演習 Iを同じ時間あるいは同じ曜 日で設置 しますと大変

なことが起きますので。

バッティングが起きると。

はい,そ うしたガイ ドラインを作ってはどうかとか,そ ういぅ提案を ,

全体的な形で運営するのが教務委員長です。

そ うす ると,教務委員長 といったら,大経大には4学部あ りますよね。

|ま い。

どこかの学部 と決まつてないパノですか,特定の学部から選ばれるとい う。

わけではありません。

そ うすると,年度によつては,それぞれ教授の出身母体は替わるんですか。

はい,替わります。

原告代理人

外国書購読の件ですけども,原告を外そ うとした趣旨は大学院の出題傾向に

かなった授業ができるようにというところなんですよね。現在はその後どの

ように外国書購読のあ り方を変えたんですか。

今の ところはまだ継続はしてます。

授業内容は基本的には変わらずっ

は い 。

原告の授業計画を検討す る際のカ リキュラム検討委員会を開催する以前に,

どなたかか ら,原告の特任教員の任用は, させるべきだ,あ るいはさせるベ

きじゃない とか,そ んな意見は聞いたことはありますか。

あ りません。

裁 判 官

カ リキュラム検討委員会の委員長をされてたということなんですけれども,

今もや られてるのか, どこかでやめられてるのか。



嘲

今はやつてません。

ぃつまでやられてたんですか。

2013年 3月 末までになります。

カリキユラム検討
‐
委員会の構成員は8人 ということですけども,こ れは全旱

経営学部の教員の方なんですか。

はぃ,そ うです。

その方は教授会のメンバーにも入るんですか。

は し` 。

カリキユラム検討委員会について,経営学部では規程がないという話なんで

すけども,こ れはほかの学部ではあるめに経営学部では設けてないのは何か

理由があるんですか。

そこまでの支障が今までなかつたからです。

特任教員に関する規程が途中で改定されてますけども,改定される前と改定

された後で,カ リキュラム検討委員会,あ るいはそれに限らず,任用手続に

おいて何が具体的に手続が変わつたようなところはありますか。

ないと思います。

被告ら代理人

今の裁判所の質問の中で,カ リキュラム委員会規程がないのは経営学部です

けど,ほかにもあるでしよう。

|ま い。

どこですか。

情報社会学部にはないです。

(以上 真鍋 佳代)

大阪地方裁判所

裁判所速記官   大  谷  紀

纂
）

裁判所速記官   真  鍋  佳  
～
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